
■キャリアアップ助成金を活用して正社員化する場合

企業内で雇用している非正規雇用労働者を正規雇用労働者に転換等した場合に、以下の金額が事業主

に助成されます。

助成金の金額
正社員化コースの１人当たりの助成額

有期雇用労働者 無期雇用労働者

中小企業 57万円 28万5,000 円

大 企 業 42万7,500 円 21万3,750 円

転換前の雇用形態
企業規模

正社員化後６か月の定着

正社員化

■キャリアアップ助成金と人材開発支援助成金の訓練を活用して正社員化する場合

正社員として６か月雇用

正社員化

申請期間

非正規雇用労働者として雇用

非正規雇用労働者として雇用

訓練

助成金の金額

正社員化コースの１人当たりの助成額

有期雇用労働者 無期雇用労働者

中小企業 57万円 28万5,000 円

大 企 業 42万7,500 円 21万3,750 円

転換前の雇用形態
企業規模

訓練加算分 ９万5,000円
（自発的・定額制訓練の場合は、11万円）

正社員として６か月雇用 申請期間

人材開発支援助成金の助成額（訓練経費等）
（別途、人材開発支援助成金の申請が必要です）

キャリアアップ助成金（正社員化コース）と人材開発支援助成金の訓練について
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訓練

訓練修了

訓練

正社員化

訓練修了

正社員化

人材開発支援助成金の特定の訓練を修了した非正規雇用労働者を正社員化した場合に、キャリアアップ

助成金において訓練加算額分の支給を受けることができます。

■訓練修了時期と正社員化時期の関係について

なお、キャリアアップ助成金と人材開発支援助成金は、両方とも都道府県労働局の同じ助成金申請窓口で申請受付・審査を実施しています。

■訓練期間が２か月の訓練修了後に正社員化する場合の例

キャリアアップ助成金と人材開発支援助成金を申請する場合の手続きの簡素化について

正社員化後６か月の定着

正社員化

訓練修了 支給決定

支給決定

審査
申請

（正社員化分）

訓練計画届提出（※）

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12

１月 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

１ ２

審査
申請

（訓練分）
訓練

人材開発支援助成金

キャリアアップ助成金

令和５年度より、キャリアアップ助成金と人材開発支援助成金を申請する場合の計画届を

一本化することで、手続きの簡素化を実施する予定です。

※従来は、キャリアアップ助成金で「キャリアアップ計画届」の提出が別途必要

キャリアアップ

計画届提出（※）

訓練計画届に一本化
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（参考）キャリアアップ助成金「正社員化コース」の見直しについて


